
平
成
十
六
年
国
土
交
通
省
令
第
二
十
号

独
立
行
政
法
人
環
境
再
生
保
全
機
構
法
附
則
第
七
条
第
七
項
の
軽
微
な
変
更
を
定
め
る
省
令

独
立
行
政
法
人
環
境
再
生
保
全
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
四
十
三
号
）
附
則
第
七
条
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
独
立
行
政
法
人
環
境
再
生
保
全
機
構
法
附
則
第
七
条
第
七
項
の
軽
微
な
変
更
を
定
め
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。独

立
行
政
法
人
環
境
再
生
保
全
機
構
法
附
則
第
七
条
第
七
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
事
業
区
域
の
変
更
で
、
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
内
を
減
ず
る
も
の

二
　
事
業
の
着
手
又
は
完
了
の
予
定
時
期
の
六
月
以
内
の
変
更

三
　
事
業
に
要
す
る
費
用
の
変
更
で
、
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
内
を
減
ず
る
も
の

四
　
年
度
別
執
行
計
画
額
の
変
更

五
　
事
業
に
要
す
る
資
金
の
内
訳
の
変
更
で
、
第
三
号
の
変
更
に
伴
う
も
の

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
環
境
事
業
団
法
第
十
八
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
の
業
務
並
び
に
同
項
第
五
号
の
業
務
の
う
ち
都
市
公
園
と
な
る
べ
き
緑
地
を
設
置
し
、
及
び
譲
渡
す
る
業
務
に
係
る
事
業
実
施
計
画
に
関
す
る
省
令
の
廃
止
）

第
二
条
　
環
境
事
業
団
法
第
十
八
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
の
業
務
並
び
に
同
項
第
五
号
の
業
務
の
う
ち
都
市
公
園
と
な
る
べ
き
緑
地
を
設
置
し
、
及
び
譲
渡
す
る
業
務
に
係
る
事
業
実
施
計
画
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
六
十
二
年

建
設
省
令
第
二
十
号
）
は
、
廃
止
す
る
。
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